
審査基準 配点
補正
係数

合計配点

55

1-1 事業目的の正しい理解に基づいた提案となっているか。 5 2 10

1-2
対象業務の分類整理のためのヒアリングにて、行政手続の業務内容を
的確に把握・分析でき、適切な分類整理及びオンライン化レベルの設
定が可能な業務体制を有し、自立執行性の高い提案となっているか。

5 3 15

1-3
所管課が電子申請フォームを作成する際に、申請者の利便性及び職員
の処理作業の効率化が望める適切な支援が行える提案となっている
か。

5 2 10

1-4
電子申請受付後の業務改善について、適切な助言及び支援が行える提
案となっているか。

5 2 10

1-5
電子申請が困難な手続きについて、オンライン化に向けた課題を的確
に把握、分析でき、課題解決に向けた今後の取り組みについて効果的
な支援、助言を行える提案となっているか。

5 2 10

40

2-1 柔軟性や即応性を有した現実的な業務実施体制が提案されているか。 5 2 10

2-2
当該事業を実施するために必要な専門的知識や情報・知見を有してい
るか。

5 2 10

2-3
無理のない合理的な業務スケジュールが提案されているか。
また、進行管理に関する適切な提案がなされているか。

5 1 5

2-4
当該業務上収集した情報を、開示対象者以外に開示しない秘密保持体
制が適正に提案されているか。

5 1 5

2-5 過去に類似する業務の実績を有しているか。 5 1 5

2-6
特定の分野に関する行政手続に偏ることがないように、公平性の確保
が図られているか。

5 1 5

95

審査基準

【（1－見積金額／上限金額）×５】

事業実施に必要な専門知識や情報

審査基準 (別紙）

審査項目

１　提案内容

事業目的の理解

対象業務のオンライン化に向けた整理

対象業務のオンライン化の支援（ア）

対象業務のオンライン化の支援（イ）

２　実施体制・スケジュール管理

業務の実施体制

対象業務のオンライン化の支援（ウ）

合計

作業スケジュール

秘密保持

類似業務の実績等

公平性の確保

３　１と２の合計

見積金額による価格点

審査項目 配点

本業務にかかる見積金額について 5

審査基準点及び見積金額による価格点の合計点

100


